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	個別ちらし3.pdfから挿入したしおり
	スライド 1: 　高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難な「避難行動要支援者」は、あらかじめ避難先や避難支援者を決めておき、その情報を関係者で共有することにより、災害時の迅速で安全な避難を確保する必要があります。 　その計画を「個別避難計画」と言い、災害対策基本法で規定されています。


